
令和５年度から令和９年度までの
石油・ＬＰガス備蓄目標（案）について

令和５年５月

資源エネルギー庁 資源・燃料部

資料６
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石油 LPガス

①備蓄の数量
以下の量を下回らないものとする。

国家備蓄：産油国共同備蓄の２分の１と合わせて

輸入量の90日分（IEA基準）程度に
相当する量

民間備蓄：消費量の70日分に相当する量

②新たに設置すべき貯蔵施設
なし

①備蓄の数量
以下の量を下回らないものとする。

国家備蓄：輸入量の50日分程度に相当する量

民間備蓄：輸入量の40日分に相当する量

②新たに設置すべき貯蔵施設
なし

１－６．現在の備蓄目標（令和４～８年度：令和４年度策定）

令和4年度目標策定時（令和4年5月末時点）
国家備蓄 ：135日分（IEA基準）、145日分（備蓄法基準）

産油国共同備蓄： 4日分（IEA基準）、 4日分（備蓄法基準）

民間備蓄 ： 83日分（IEA基準）、 87日分（備蓄法基準）

国家備蓄基地 ：10か所 その他、民間石油タンクも活用

国家備蓄 ：52日分

民間備蓄 ：57日分

国家備蓄基地：5か所



石油をとりまく情勢
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２－４．我が国周辺海域を取り巻く情勢について

国家安全保障戦略（令和4年12月16日閣議決定）

四方を海に囲まれ、世界有数の広大な管轄海域を有する海洋国家として、同盟国・同志国等と連

携し、航行・飛行の自由や安全の確保、法の支配を含む普遍的価値に基づく国際的な海洋秩序の

維持・発展に向けた取組を進める。具体的には、シーレーンにおける脅威に対応するための海洋状況

監視、他国との積極的な共同訓練・演習や海外における寄港等を推進し、多国間の海洋安全保障

協力を強化する。また、海上交通の安全を確保するために、海賊対処や情報収集活動等を実施する。

そして、これらの取組に関連する国際協力を進めつつ、南シナ海等における航行及び上空飛行の自

由の確保、国際法に基づく紛争の平和的解決の推進、シーレーン沿岸国との関係の強化、北極海

航路の利活用等を図る。さらに、シーレーンの安定的利用の確保等のためにも、ジブチにおける拠点を

引き続き活用する。

Ⅵ 我が国が優先する戦略的なアプローチ
イ 海洋安全保障の推進と海上保安能力の強化



⚫ ロシアのウクライナ侵攻に起因する国際エネルギー市場の深刻な逼迫に対応するために、IEA臨時

閣僚会合が開催され（令和4年3月1日、同年4月1日）、石油備蓄放出の協調行動について、2

度の合意。

⚫ 総量1億8,000万バレルのうち、我が国として、2,250万バレルの石油備蓄の放出を実施。国家備

蓄石油の放出は、制度開始（1978年）以来初めて。

・3月 総量6,000万バレルの放出を決定。

我が国は、750万バレルを民間備蓄より放出。

・4月 総量1億2,000万バレルの放出を決定。

我が国は、1,500万バレルを、国家備蓄900万バレル、民間備蓄600万バレルより放出。

⚫ 現在、国家備蓄放出については、全量を令和４年9月29日までに引き渡し済み。また、民間備蓄

放出については、備蓄義務量の引下げを実施中。

⚫ 我が国の過去のIEA石油備蓄協調放出の実績は以下の通り（いずれも民間備蓄）。

➢ 1991年 湾岸戦争 ：1,505万バレル（総量10,750万バレル）
➢ 2005年 ハリケーン・カトリーナ ： 732万バレル（総量6,000万バレル）
➢ 2011年 リビア情勢悪化 ： 750万バレル（総量6,000万バレル）

（参考）過去のIEA石油備蓄協調放出の事例
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２－５．ロシアのウクライナ侵攻に起因する世界的な石油市場の逼迫（備蓄石油の放出）



LPガスをとりまく情勢
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次期備蓄目標について
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４－１．情勢まとめ

石油

●国際情勢における不確実性の拡大。
直近では、IEA協調行動として備蓄石油を放出

（国家備蓄石油の放出は制度開始以来初）。

●中東依存度は引き続き高い水準。

●中東の地政学リスクも引き続き懸念。

ＬＰガス

●調達先は、中東から北米にシフト。

●アジアなど新興国の需要増。

●国内の災害対応のニーズの増大。

石油・ＬＰガスの供給途絶リスクを踏まえれば、万全の備えを維持していく必要。
史上初となる国家備蓄石油の放出も、現在の水準で対応できた。

今後も有事における国民生活を支えるため、現状の石油備蓄水準を維持していくこ
とが適切ではないか。
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石油 LPガス

①備蓄の数量
以下の量を下回らないものとする。

国家備蓄：産油国共同備蓄の２分の１と合わせて
輸入量の90日分（IEA基準）程度に
相当する量

民間備蓄：消費量の70日分に相当する量

②新たに設置すべき貯蔵施設
なし

①備蓄の数量
以下の量を下回らないものとする。

国家備蓄：輸入量の50日分程度に相当する量

民間備蓄：輸入量の40日分に相当する量

②新たに設置すべき貯蔵施設
なし

４－２．（案）今後の備蓄目標（令和５～９年度）

現状（令和5年3月末時点）
国家備蓄 ：129日分（IEA基準）、137日分（備蓄法基準）

産油国共同備蓄： 6日分（IEA基準）、 7日分（備蓄法基準）

民間備蓄 ： 78日分（IEA基準）、 80日分（備蓄法基準）

国家備蓄基地 ：10か所 その他、民間石油タンクも活用

国家備蓄 ：51日分

民間備蓄 ：60日分

国家備蓄基地：5か所

※備蓄目標の日数などについては変更はないが、次期エネルギー基本計画に向けて、
脱炭素化の進捗や国際社会の環境を踏まえた、新たな検討会を設置する。（詳細は次ページ）
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⚫ 令和4年度は国家備蓄・民間備蓄の放出が行われ、各基地からの放出作業に係る操業上・管理

上のレビューを終えたところ。

その結果に加えて、国際社会の環境、エネルギー分野における脱炭素化の進捗状況等も踏まえつ

つ、備蓄目標の在り方に係る中間的レビューを行う検討会を開始する。

（検討内容の例）

• 国際情勢等を踏まえた国家備蓄の適正配置

• 諸外国における石油備蓄の状況も踏まえた国家備蓄の適正な日数

• 精製事業者のニーズを踏まえた国家備蓄の油種の構成

• 国家備蓄基地の設備等の維持・更新に係る費用の必要性・妥当性

• カーボンニュートラル進展に伴う新燃料需要の拡大に向けての石油備蓄施設の利活用、等

⚫ 当該レビューの結果を本分科会に報告するとともに、次期エネルギー基本計画に反映してまいりたい。

⚫ 今後、具体的な議題を策定し、適切な検討会の体制や委員を決定していくこととしたい。

（検討会参加者の例）

• エネルギーセキュリティの専門家

• 石油市場ないし石油備蓄の有識者

• その他の学識経験者、弁護士、等

４－３．「今後の石油備蓄目標の在り方」中間レビューに向けて（案）



４－４．国家備蓄石油の放出の状況・油種の構成について

【IEA協調行動に伴う国家備蓄の放出実績】
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国備原油
（R4年度末）

輸入原油
（R１～R3年度平均）

重質油 12.6％ 10.4％

中質油 59.4％ 37.8％

軽質油 28.0％ 51.8％

【我が国の油種の現状（構成比）】

公告日 払い出し基地名 対象数量

4月22日 白島 約28万キロリットル

4月22日 上五島 約32万キロリットル

4月22日 喜入 約16万キロリットル

5月18日 苫小牧東部 約37万キロリットル

5月18日 小名浜 約25万キロリットル

5月18日 沖縄ターミナル 約13万キロリットル

⚫ 昨年のIEA協調行動に伴う国家備蓄石油の放出は、国備基地３基地（白島、苫小牧東部、上
五島）と民間借入れ基地３基地（喜入、小名浜、沖縄ターミナル）で実施。その結果、計画どおり
昨年9月末までに原油の放出が完了。

⚫ また、供給途絶が発生した際に国家備蓄を機動的に使用できるようにするために、備蓄している原油
の種類を随時入れ替える油種入替を活用して、我が国が輸入している原油の構成に近づける取り組
みを引き続き実施していく。

【（参考）白島国家備蓄基地での放出】

（出所）JOGMEC HP
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⚫ これまで、本分科会の下部組織である「石油市場動向調査WG」において、毎年度、経済見通し

などを踏まえながら、「石油製品需要見通し」を策定し、公表してきたところ。

⚫ 今般、新たな検討会が立ち上がることにあわせ、本WGは廃止することとしたい。

⚫ なお、「石油製品需要見通し」については、当面は、審議会ではない形式で継続して策定しつつ、

今後のあり方については、備蓄目標の検討とあわせて検討していく。

５．石油市場動向調査WGの廃止について
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（参考）エネルギー基本計画（令和３年10月22日閣議決定）（抄）

５．２０５０年を見据えた２０３０年に向けた政策対応

（１０）化石燃料の供給体制の今後の在り方

①石油・ＬＰガス備蓄の確保

石油 LPガス

石油の国内需要は減少傾向にあっても、中東情勢
やアジアでの石油需要の増加等を踏まえると、引き
続き石油備蓄の役割は重要であり、石油備蓄水準を
維持する。あわせて、緊急時に石油備蓄を一層迅速
かつ円滑に放出できるよう、備蓄放出の更なる機動
性向上に向け、石油精製・元売各社との連携強化、
必要に応じた油種入替、放出訓練や机上訓練、国
家石油備蓄基地における必要な設備修繕・改良等
を継続する。また、燃料の移行の状況を踏まえ、タン
クの有効活用も含め、燃料備蓄の在り方について検
討し、アジア地域のエネルギー・セキュリティ確保に
向け、産油国やアジア消費国との備蓄協力を進める。

ＬＰガス備蓄についても、大規模災害等に備え、現
在の国家備蓄・民間備蓄を合わせた備蓄水準を維
持する。危機発生時における機動力の更なる向上に
向け、ＬＰガス業界やＪＯＧＭＥＣと連携し、国家備蓄
放出について、緊急時の想定に応じて、国家備蓄基
地からタンカーや内航船等を利用した各地への輸送
手段に係る詳細なシミュレーションを実施する。また、
災害時の供給体制確保の観点から、自家発電設備
等を備えた中核充填所の新設や設備強化を進める
とともに、避難所や医療・社会福祉施設等の重要施
設における燃料備蓄などの需要サイドにおける備蓄
強化を進める。さらに、緊急時の供給協力を円滑に
行う「災害時石油ガス供給連携計画」の不断の見直
しを行い、同計画に基づいた訓練を実施する。


